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審査基準（申請に対する処分関係） 
 

 
担当課 長寿介護課 検索番号 3-12 

法令名 介護保険法 根拠条項 第９５条第１項 
許認可等 介護老人保健施設の管理医師の承認 

（根拠規定） 
 
○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 
 
（介護老人保健施設の管理） 
第９５条 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健

施設を管理させなればならない。 
 
（許認可等の基準） 
 
○愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２

４年愛媛県条例第６５号） 
 
○愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

（平成２５年愛媛県規則第１４号） 
（その他） 

 


